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１．はじめに 

 奄美大島には、アマミノクロウサギやアマミヤマシギをはじめ、多くの固有種や絶滅危

惧種を含む貴重な在来種が生息・生育している。奄美大島では、1979 年に持ち込まれたマ

ングースが増加して在来種を捕食し、在来生態系へ大きな影響を及ぼした。このため環境

省は、2000 年から本格的なマングース防除事業に乗り出し、現在はマングースの個体数の

減少・分布域の縮小が進み、在来種が回復しつつある（Fukasawa et al 2013, Watari et al 

2013）。 

一方で近年、森林内においてノネコの目撃頻度が増加し、ノネコの森林内での繁殖や希

少種の捕殺も確認されるなど、ノネコによる希少種への影響防止が新たな課題となってい

る。ネコは、国際自然保護連合（IUCN）の種の保存委員会が外来種の脅威について注意喚

起するために作成した「世界の侵略的外来種ワースト 100（100 of the world’s worst 

invasive alien species）」にも選ばれ、世界的にも特に生態系等被害が深刻な種として位

置づけられている。また、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（生

態系被害防止外来種リスト）（環境省、農林水産省 2014 ）」においても、ノネコは総合的に

対策が必要な外来種、かつ特に緊急性が高く各主体がそれぞれの役割において積極的に防

除を行う必要がある緊急対策外来種に分類されている。「外来種被害防止行動計画（環境省、

農林水産省、国土交通省 2015）」では、侵略的外来種の侵入・定着が確認された場合には被

害が顕在化する前に対応する方が、被害が顕在化してから対応するのに比べはるかに効果

的であり、生態系等に与える影響も少なくてすみ、さらには駆除等が必要な個体の数も最

小限に抑えることができることから、早期に迅速に防除を図ることが重要であるとしてい

る。 

このことも踏まえ、関係機関が連携して迅速にノネコの対策を進めるべく、本管理計画

を策定するものである。 

２．現状と課題 

２－１．ネコの生態 

 リビアヤマネコを祖先とし、農耕の発達とともに穀物を荒らすネズミを捕まえる益獣と

して飼い慣らされて誕生したイエネコ（Driscoll et al. 2007）は、一般にネコと称され

る。人から与えられた餌を食べるが、本来狩猟能力が高く、屋外にいる個体は、人から意

図的又は非意図的に与えられた餌以外に、小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類な

ども食べ、また、食べる目的以外でも動物を襲う習性がある。繁殖力も高く、生後４～12

ヶ月で繁殖可能となり、一度の出産数は４～８頭、母体の栄養状態がよければ年に２～４

回出産する（環境省 2011）。 

２－２．奄美大島におけるノネコの生息状況 

 マングースや在来種のモニタリングのために森林内に設置された多数のセンサーカメラ

では、ネコも撮影されている。2011年から2014年に撮影されたネコの画像を解析した結果、
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奄美大島の森林内に広くノネコが分布することが確認され、その頭数は約 600～1,200 頭と

推定された（環境省那覇自然環境事務所 2015）。 

また、このセンサーカメラに母ネコと生後２ヶ月程度と見られる子ネコ３頭が撮影され、

更にその約４ヶ月後にその子ネコのうち 1 頭が再び撮影された事例等も確認されており、

ノネコは森林内で繁殖し成長していると考えられる（環境省那覇自然環境事務所 2015）。 

今後も森林内での繁殖や周辺地域からの流入により個体数が増加すると懸念される。 

２－３．集落等からの供給 

 奄美大島にはもともと肉食性哺乳類は生息しておらず、ネコは人為的に持ち込まれたも

のである。集落や集落周辺の畑には、これまでの放し飼いの習慣からネコが多数生息して

いる。これは、猛毒を持つハブが餌となるネズミを求めて家屋や畑など人の生活圏にも出

没することから、ネズミ対策やハブ対策として、飼い猫が放し飼いにされてきたことによ

るものである。このような背景から、島民の間で飼い猫は外で飼うものという意識が今も

強い。更に、こうした飼い猫や集落付近にいるが飼い主のいない所謂ノラネコは多くがこ

れまで不妊去勢されていないことや、餌の質が向上したことに伴って寿命がのび、より繁

殖しやすくなったことなども影響して、集落等でノラネコが増加してきた*1。奄美大島では、

その地形の特徴から、内湾と山に挟まれた狭い平地に集落が形成されており、集落から山

との距離が非常に近いため、集落にいる放し飼いの猫やノラネコは、簡単に森林内へと入

っていくことが可能であり、実際にネコが林道等を利用していることが確認されている。

そうしたことから、集落にいる放し飼いの猫やノラネコが森林内に入り、野生動物を襲う

ことや、その一部が野生化してノネコ個体数が増加することが懸念される。 

*1:近年集中的にＴＮＲが実施されている集落の中にはノラネコ個体数が横ばいとなった例も確認されて

いる。なお、ＴＮＲとは、ノラネコを捕獲（Trap）し、不妊・去勢措置（Neuter）を行い、捕獲した元の

場所へ返す（Return）取組。 

２－４．ノネコによる希少種、在来生態系への影響 

奄美大島は、本来は肉食性哺乳類がいない島であり、ハブを頂点とした生態系の中で様々

な生物がはぐくまれてきた。アマミノクロウサギ、ケナガネズミ、アマミトゲネズミ、ア

マミハナサキガエル、アマミイシカワガエル、オットンガエル、アマミヤマシギ、オオト

ラツグミ、ルリカケスなどの希少種が生息しており、奄美大島にだけ生息する固有種も多

い。1979 年にハブと外来種のクマネズミ対策としてマングースが島外から持ち込まれ、島

内の生態系に大打撃を与えた。近年、マングース防除事業によって、マングースは減少し、

希少種が回復傾向である一方で、ノネコが希少種を含む在来生態系にとって新たな脅威と

なっている。 

2008 年に奄美大島の森林内でアマミノクロウサギをくわえたノネコが撮影されて以来、

オーストンオオアカゲラ、アマミトゲネズミ、アマミヤマシギ（以上いずれも固有種）、ケ

ナガネズミ、カエル類をくわえているノネコが撮影・目撃されている。2017 年 3 月には、
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ノネコがアマミノクロウサギの幼獣を捕殺する様子がセンサーカメラに記録された（鈴

木・大海 2017）。 

また、2000 年から 2017 年 12 月末までに奄美野生生物保護センターが収容した野生動物

の死体の中にも、ネコに襲われて死亡したと思われるアマミノクロウサギやアマミトゲネ

ズミ、ケナガネズミの死体が確認されている。 

奄美大島の森林内で採取したノネコの糞を分析した結果、糞（102個）のうちの97個（95.1%）

から哺乳類の毛や骨が検出されている。中でも在来の希少哺乳類の割合が高く、主要な餌

資源とされていることが判った（種別の出現頻度*2はケナガネズミ（43.1%）、アマミトゲネ

ズミ（38.2%）、アマミノクロウサギ（15.7%）、在来種以外には、外来種クマネズミ（39.2%））。

他にも、ルリカケスやリュウキュウアオヘビ、アマミマダラカマドウマ、ジネズミ類など、

合計 12種類の在来種が糞から出現した。ノネコ１頭が１日に摂取している餌の量の平均は、

378.4g と見積もられ、この量は、ケナガネズミとアマミノクロウサギでは１頭ずつ、アマ

ミトゲネズミだと３頭は必要になる（塩野﨑 2016）。森林内に生息するノネコの数は約

600～1200 頭（推定生息数）と推定されていることから、希少種に及ぼすノネコの捕殺影

響は甚大なものとなる可能性が高い。

さらに、世界中の島嶼域でノネコが在来種の絶滅に関与していることが、様々な研究に

よって明らかになっている（Medina et al. 2011, Nogales et al. 2013）。特に固有種の

多い島嶼では、生態系からのノネコの排除が生物多様性保全上きわめて重要な課題である

ことが、繰り返し指摘されている。 

このように、希少種をはじめとする在来種を捕殺していることが既に把握されており、

早急にノネコを生態系から排除する対策を講じなければ、在来生態系に大きな影響を及ぼ

すものと考えられる。 

*2：各餌動物が出現した糞の個数/分析した糞の総数（102 個）×100(%) 

３．対象地域 

 奄美大島 

４．管理計画の期間 

 2018 年 4 月～2028 年 3月 

５．管理計画の目標 

 多くの固有種・希少種を含む奄美大島の生態系に対してノネコが及ぼす潜在的、顕在化

した影響を取り除き、さらにノネコの発生源対策を講じることで、同島独自の在来生態系

の保全に資する。 

６．基本方針 

本管理計画の実施にあたっては、関係する行政機関及び地域団体が連携して、ノネコ対
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策（捕獲等）とその発生源対策（ノラネコの個体数低減及び飼い猫の適正飼養の推進）を

並行して進めることとする。またこれらの取組の進捗状況等を踏まえながら、順応的な管

理を行うこととする。 

本取組は継続的に実施し迅速に目標を達成することが重要であることを踏まえ、各関係

機関は継続的な人員及び予算確保に努めることとする。 

７．管理計画の目標達成のために必要な活動及び実施体制等 

７－１．希少種生息域（森林内）からのノネコの捕獲排除 

（１）体制 

 環境省、鹿児島県、奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町が役割分担をして実施

する。捕獲・モニタリングは環境省が、捕獲個体の収容施設の整備は鹿児島県の補助事業

を活用し、奄美市等５市町村で構成する「奄美大島ねこ対策協議会」が、捕獲個体の一時

飼養等は同協議会が実施することを基本とする。 

（２）実施地域 

 奄美大島の森林内 

（３） 捕獲・モニタリングの進め方 

ノネコの分布等生息状況をセンサーカメラ等でモニタリングし、捕獲については希少種

保護上の重要性とノネコの分布状況を踏まえて希少種への影響が特に大きいと考えられる

地域から優先順位をつけて進めるなど、効果的効率的な捕獲に努めることとする。また同

時に、在来種の生息状況もセンサーカメラ等でモニタリングする。 

 モニタリングについては、マングース防除事業など他事業において得られるデータの活

用や、目撃情報の収集活用など、効率的な方法に留意して実施することする。 

なお森林内のネコはノネコがほとんどと推測されるものの、一部には、一時的に森林内

に侵入しているノラネコや飼い猫も捕獲される可能性があるが、これらも希少種等を捕殺

して在来生態系へ影響を及ぼすおそれがあることから本計画に基づき対処する。 

（４）捕獲後の対応 

森林内で捕獲したネコは野外に再放逐すれば再び森林内に戻り希少種や在来生態系へ影

響を及ぼす可能性があることから、捕獲個体は野外に戻さないよう対応する。*3

捕獲個体のなかに、鑑札やマイクロチップなどにより飼い主が確認できる個体がいた場

合は飼い主へ引き渡しを行う。首輪を装着しているなどの個体がいた場合は、地元役場に

て 1 週間公示し、飼い主確認を行う。公示後、飼い主が確認できた場合には、飼い主へ引

き渡しを行う。飼い主が確認できなかった場合は、所有者が判明しないネコとして県が引

き取る。 

上記以外の個体については、飼養を希望する者への譲渡に努め、譲渡できなかった個体
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は、できる限り苦痛を与えない方法を用いて安楽死させることとする。飼い主へ引き渡し

を行う又は譲受希望者へ譲渡する際は、奄美大島内においては動物の愛護及び管理に関す

る法律（以下「動愛法」）及び５市町村の「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」（以

下「条例」）を遵守するとともに完全に室内で飼養することを、また奄美大島外においては

動愛法及び各市町村条例等に則って適切に飼養することを指導し確認した上で引き渡し等

を行う。 

*3：同じく奄美群島内の徳之島でも希少種保護を目的として森林内のノネコを捕獲排除するノネコ対策を

実施しているが、森林内での捕獲個体は野外に戻すことがないよう対応をとっている。 

７－２．ノネコの発生源対策のための活動及び実施体制等

 ノネコを増やさないために、ノネコ発生源となりうるノラネコ及び不適切に飼養されて

いる飼い猫についても、飼い猫の適正飼養やノラネコの増加抑制等の取組を推進する。こ

れらの取組はノネコ対策を着実かつ効率的に進めるために重要である。 

（１） 体制 

 環境省、鹿児島県、奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町が役割分担をして実施

する。ネコ問題についての普及啓発は環境省、鹿児島県、５市町村が連携して実施し、条

例に基づく適正飼養推進や飼い猫の不妊去勢、ノラネコのＴＮＲ事業等は５市町村が中心

となり関係団体等と連携して実施する。 

（２）実施地域 

  奄美大島の集落及び集落周辺 

（３）取組及びその進め方 

①飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例 

 2011 年度に奄美大島５市町村それぞれで飼い猫条例が制定された。これにより、飼い猫

の登録が義務付けられ*4、室内飼育や繁殖制限が推奨された。また、奄美市の条例では、み

だりな餌やりが禁止された。 

 条例が制定されてから５年後、さらに飼い猫の適正飼養を進めるために、2017 年３月議

会と６月議会にて条例が改正され、５市町村においてマイクロチップの装着*5や繁殖制限が

義務化され、５頭以上の多頭飼育は許可制になった。また、条例で義務付けられた飼い猫

登録申請やマイクロチップ装着などに違反した場合、５万円以下の過料が設定された。ま

た室内飼育の努力規定が新設された。 

 また、これまでマイクロチップ装着推進のために、環境省と奄美市が装着支援事業を実

施してきた*6。今後、５市町村で実施していく予定である。 

 今後、５市町村が中心となって飼い猫条例に基づき適正な飼養を一層推進し、新たなノ

ラネコ、ノネコの発生を予防していく。 
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*4：2017 年 12 月末時点で 4444 頭登録 

*5：2017 年 12 月時点で装着率は約 30％。 

*6：2017 年 12 月時点の装着頭数 環境省事業 1314 頭（2008 年度～）、奄美市事業 23頭（2017 年 12 月～） 

②飼い猫の不妊去勢助成事業及びノラネコのＴＮＲ事業 

 奄美大島５市町村は、鹿児島県獣医師会等と協力し、飼い猫やノラネコ対策の取組を行

っている。飼い猫に対しては、2013 年度から不妊去勢手術の助成事業を行っている*7。また、

集落周辺に生息するノラネコに対しては、ＴＮＲ事業を行っている。2013 年度に奄美市、

2014 年度に大和村がそれぞれ事業を開始し、2016 年度からは５市町村全てが事業を展開し

ている*8。今後、ＴＮＲを進めつつ、その効果については検証し、順応的にノラネコ対策を

見直していく。 

５市町村が中心となって関係団体等と連携してこれらの飼い猫やノラネコへの対策を推

進し、新たなノネコの発生を予防していく。 

*7： 2013 年度～2015 年度まで鹿児島県獣医師会によって不妊去勢手術の助成事業が行われ、それ以降は

5市町村が不妊去勢手術の助成事業を行っている。2017 年 12 月末までに 1813 頭施術した。 

*8：2017 年 12 月末までに 2033 頭施術した。 

③普及啓発活動 

 奄美大島におけるネコ問題に対する認識や飼い猫の適正飼養に対する意識の向上のため、

環境省、鹿児島県、奄美大島 5 市町村、民間団体、鹿児島大学等が、シンポジウムやイベ

ント、チラシ配布、出前授業などの普及啓発活動を行っている。また、島外在住の有識者

も奄美大島と徳之島にて普及啓発活動に取り組んでいる。 

 ネコ問題や飼い猫の適正飼養に対する意識向上や、動愛法や条例に定める飼い猫の登録、

マイクロチップ装着、繁殖制限、みだりな餌やりの禁止等の遵守等について、連携して更

なる普及啓発に努めるものとする。 

８．計画の評価と見直し 

計画の達成のために、定期的にノネコ捕獲の実施状況や排除の達成状況、ノラネコ及び

飼い猫対策の実施状況について適宜評価を行うとともに、実施方法等については専門家の

意見を踏まえて具体的に検討、見直しを行うこととする。 
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参考資料１：ノネコによる在来の希少種の捕殺例（赤外線センサーカメラによる撮影） 

2008 年 6 月 27 日

宇検村森林内

アマミノクロウサギ

2012 年 3 月 12 日

奄美市森林内

ケナガネズミ

2014 年 6 月 7 日

龍郷町森林内

オーストンオオアカゲラ



9 

参考資料２：森林内で確認されたノネコの親子の例（赤外線センサーカメラによる撮影） 

2011 年 6 月 7 日

瀬戸内町森林内

親ネコ 1 頭と子ネコ 3 頭
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参考資料３：アマミノクロウサギと希少ネズミ類（アマミトゲネズミとケナガネズミ）  

の死亡個体発見状況 

2000 年から 2017 年 12 月末までに確認されたアマミノクロウサギ死亡個体、2011 年 4月

から 2017 年 12 月末までに確認された希少ネズミ類（アマミトゲネズミとケナガネズミ）

の死亡個体のうち、ノネコ等の肉食動物により捕殺された個体はアマミノクロウサギ

11.2％（83 個体）、希少ネズミ類 38.7％（53 個体）である（奄美野生生物保護センター未

発表データ）。ただし、島内の死亡個体のうち発見されるものはごく一部であり、発見され

るのは道路上が多い。また森林内で回収された死体で死因が特定できるものは少なく（平

城ほか、2017）、原因不明と分類した中にも体の一部だけ見つかるなどノネコ等の肉食性哺

乳類による捕殺の可能性が疑われるものが含まれている。この個体数は実態のごく一部で

あり、実際にノネコ等の肉食性哺乳類に捕殺された個体の実数や割合はこのデータより高

いと推察される。なお、同期間中の 3 種の死亡個体のうち、交通事故と思われるものは、

アマミノクロウサギ 25.7%、希少ネズミ類 11.7％、また、死因が原因不明の死体は、アマ

ミノクロウサギ 64.7％、希少ネズミ類 49.6％である（奄美野生生物保護センター未発表デ

ータ） 

図.アマミノクロウサギ（2000 年から 2017 年 12 月末）、アマミトゲネズミとケナガネズ

ミ（2011 年 4 月から 2017 年 12 月末）の死亡個体の確認地点と死因（ネコ、イヌ、捕殺者

不明）について 


